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住宅資金貸付規則施行規程 

昭 和 ６ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 

名古屋市職員共済組合規程第４号 

最近改正 令和3年4月1日規程第3号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、住宅資金貸付規則（昭和６３年名古屋市職員共済組合規

則第２号。以下「規則」という。）第２８条の規定に基づき、住宅資金の貸

付けに関する手続きその他必要な事項を定めるものとする。 

（宅地の範囲） 

第２条 規則第２条第１号に規定する「住宅の建設予定地」とは、建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）その他法令上、現に家屋の建築可能なものと

する。 

（隣地の範囲） 

第３条 組合員が現に居住する家屋の土地に隣接する土地を取得する場合にお

いては、当該家屋を所有するときに限り、規則第２条第５号に該当するもの

とみなす。 

第２章 貸付け 

（組合員期間） 

第４条 規則に規定する「組合員期間」には、地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号。以下「法」という。）又は国家公務員等共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号。以下「国共済法」という。）に基づく組合の

組合員から引き続き当組合の組合員となり、当組合の組合員資格喪失の際、

退職手当の通算措置がなされる組合員期間を含むものとする。 

（在宅介護対応住宅） 

第５条 規則第７条第２項に規定する在宅介護対応住宅に係る貸付基準、申込

手続、償還金額等については、別に定める。 

（支払うべき金額） 

第６条 規則第８条に規定する「支払うべき金額」は、契約金額とする。ただ
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し、取得する家屋に非居住用部分がある場合の「支払うべき金額」は、契約

金額に当該家屋の延床面積に対する居住用部分の延床面積の割合を乗じた額

とする。 

第３章 償還 

（償還の方法） 

第７条 償還金額、償還内訳及び元金残高等を内容とした貸付金償還表は、別

に作成し組合員に交付する。 

２ 規則第１４条第３項に規定する給与を支給されない等の事情があると予想

される場合又はあつた場合、組合員若しくは所属所長は、速やかに組合に通

知しなければならない。 

３ 組合員は、前項の規定に基づき組合が作成した組合指定の納付書等により、

該当月の２５日までに、償還金を組合の指定する金融機関に払い込むものと

する。 

（育児休業及び介護休暇期間の償還猶予） 

第７条の２ 規則第１４条第４項に規定する理事長が定める方法は、償還の猶

予が終了した月の翌月から、次の各号の区分により、当該各号に定めるとこ

ろにより償還するものとする。 

一 償還を猶予しなかつたとしたならば償還すべきであつた額 償還猶予終

了後の返済期間で均等償還 

二 償還猶予中の利息 償還猶予終了後の償還期間で均等償還 

２ 償還猶予の申出は、育児休業又は介護休暇を取得又は延長する日の属する

月の前月２５日までに償還猶予申出書（別紙様式第４号）により行うものと

する。 

３ 規則第１４条第４項に規定する理事長が認めるものは、次の各号の区分に

より、当該各号に定めるものとする。 

一 育児休業 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

（平成１２年法律第５０号）第２条第１項の規定により派遣された職員で

ある組合員及び同法第１１条の規定により法第１４０条第１項に規定する

公庫等職員とみなして同条（第３項を除く。）の規定を準用するものとさ

れた者（以下「派遣職員等」という。）に適用される派遣先団体又は特定
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法人の関係規定に基づく育児休業 

二 介護休暇 勤務時間及び休暇に関する条例（昭和２７年名古屋港管理組

合条例第７号）又は名古屋競輪組合職員の勤務条件等に関する条例（昭和

６３年名古屋競輪場管理組合条例第８号）の規定による介護休暇並びに派

遣職員等に適用される派遣先団体又は特定法人の関係規定に基づく介護休

業 

（災害貸付等の償還猶予の特例） 

第７条の３ 規則第１５条第２項中理事長が指定する地域は、災害救助法（昭

和２２年法律第１１８号）第２条の規定に基づき、都道府県知事が指定する

市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の１９第１項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の

区の区域とする。）とする。 

（随時償還） 

第８条 組合員は、毎年６月及び１２月のそれぞれの月の１日から２０日まで

に償還希望額を組合に申し出て、規則第１６条に規定する一部償還をするこ

とができる。 

２ 前項の償還希望額は、２０万円以上とし、償還金額は、償還表を考慮して

組合が定める金額とする。 

３ 第１項の申し出をした者は、前項の償還金額を７月及び１月のそれぞれの

月の１日から２０日までの間に組合指定の納付書等により組合の指定する金

融機関に払い込むものとする。 

４ 前項の一部償還をした月の翌月からの償還は、一部償還前に用いていた償

還表により行う。 

（繰上償還） 

第９条 組合員は、規則第１７条の規定に基づく繰上償還を希望する旨を組合

に申し出て、組合指定の納付書等により全部償還をすることができる。 

２ 前項の申し出をした者は、前項の償還金額を、組合指定の金融機関に、当

該月の２５日までに払い込むものとする。 

（不動産取得証明） 

第１０条 規則第２条第１号、第５号から第８号までの理由で貸付金を借りた
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者は、借りた日（第８号による場合は、物件引渡しの日）の属する月の翌月

から２月以内にその者を所有権者とする登記を行い、次の各号の場合に応じ、

当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 規則第２条第１号の場合 

土地登記簿謄本（土地に係る登記事項証明書を含む。以下同じ。） 

二 規則第２条第５号の場合 

家屋登記簿謄本（家屋に係る登記事項証明書を含む。以下同じ。） 

又は土地登記簿謄本並びに住民票 

三 規則第２条第６号から第８号までの場合 

家屋登記簿謄本、土地登記簿謄本及び住民票 

（工事完成証明） 

第１１条 規則第２条第２号から第４号までの理由で貸付金を借りた者は、借

りた日の属する月の翌月から、第２号又は第３号の場合は８月以内に、第４

号の場合は４月以内に、その者を所有権者とする登記を行い、次の各号の場

合に応じ、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 規則第２条第２号及び第４号の場合（ただし、第３項の場合を除く。） 

家屋登記簿謄本及び住民票 

二 規則第２条第３号の場合 

家屋登記簿謄本、土地登記簿謄本及び住民票 

２ 規則第２条第１号の理由で貸付金を借りた者は、規則第９条に規定する期

限内に家屋を新築したことを証明するため、当該家屋が完成した月の翌月ま

でに、その者を所有権者とする家屋の家屋登記簿謄本及び住民票を提出しな

ければならない。ただし、前項の規定によりその登記簿謄本及び住民票を提

出する者は、この限りでない。 

３ 規則第２条第４号の借受理由のうち修繕等の理由により貸付金を借りた者

で建築確認通知書の写しにかえて工事着工前の写真を提出した者は、次の各

号の場合に応じ、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

一 工事完了に伴い延床面積の増減がある場合 

家屋登記簿謄本及び工事完了後の写真 

二 工事完了に伴い延床面積の増減がない場合 
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工事完成後の写真 

（登記） 

第１２条 貸付金を借りて不動産を取得した者は、その者の名義により当該不

動産の登記をしなければならない。 

２ 前項の場合において、不動産が組合員及び組合員以外の者の共有であると

きは、組合員の持分の資産価値は借り受けた金額相当額以上でなければなら

ない。 

（増改築の登記） 

第１３条 組合員が貸付金を借りて、組合員以外の者が登記名義人となつてい

る家屋を増築、改築又は修繕したときは、当該家屋は、組合員及び当該名義

人の共有とし、これらの者を名義人とする登記をしなければならない。 

（現住居の処分） 

第１４条 組合員が貸付金の借入申込書を提出する時に、居住している家屋を

所有している場合には、貸付金を借りた月から６月を経過した月（規則第２

条第１号から第３号までの理由で借りた場合は当該家屋が完成した月の翌月、

同条第８号の理由で借りた場合は当該物件の引渡しがあつた月の翌月）まで

に、申込み当時の家屋を処分しなければならない。ただし、現住居を親、子

その他理事長が適当と認める者の居住の用に供するため、引き続き家屋を所

有する場合は、この限りでない。 

第４章 手続 

（申込書） 

第１５条 規則第１９条第１項に規定する住宅資金借入申込書は、別紙様式第

１号のとおりとする。 

２ 規則第１９条第２項の事実確認事項は、同条第１項第５号及び第６号にお

いて省略することができる。 

（添付書類） 

第１６条 前条の住宅資金借入申込書に添付する規則第２０条の書類は、借用

証書（別紙様式第２号）、借入状況等申告書及び他の金融機関等（臨時金利

調整法（昭和２２年法律第１８１号）第１条第１項に定める金融機関又は他

の法令の規定により設立されたもののうち貸付事業を行っている団体若しく
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は互助会等をいう。以下同じ。）からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認

できる書類（住宅ローン申込書（写）、融資決定通知書（写）、償還表（写）

等）のほか別表のとおりとする。 

２ 災害貸付及び災害追加貸付については、前項に規定する書類のほか、り災

証明書又は事故証明書を添付しなくてはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、理事長が確認書類の提出が必要ないと認める

ときは、この限りではない。 

（実地調査） 

第１７条 規則第２１条に規定する実地調査を行うときは、あらかじめ貸付金

借り入れの申込みをした者に調査日を通知するものとする。 

第５章 雑則 

（書類の返還） 

第１８条 組合は、貸付金を借りた組合員に対し、住宅資金借入申込書及びそ

の添付書類一式を返還しない。 

（他共済組合から貸付けを受けている者への貸付け） 

第１９条 法又は国共済法に基づく組合から規則に定める貸付金と同種の貸付

けを受けている者が引き続き当組合の組合員となつたときの貸付けについて

は、理事長が別に定める。 

２ 規則第５条第１号から第５号までの規定は、前項に規定する貸付について

準用する。ただし、他の組合又は国の組合において、同条第１号及び第２号

に規定する審査基準と同程度の審査を経て貸し付けられたものであると認め

られる貸付けについては、同条第１号及び第２号の規定を適用しないことが

できる。 

（委任） 

第２０条 この規程に定めるもののほか、貸付け手続きに関し必要な事項は、

別に事務局長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、昭和６３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この規程による改正前の住宅資金貸付規則施行規程（昭和５６年名古屋市

職員共済組合規程第３号。以下「改正前の規程という。」により貸付金の借り

入れを受けている者については、この規程による改正後の住宅資金貸付規則

施行規程（以下「改正後の規程」という。）の相当規定により貸付けを受けた

者とみなす。 

３ この規程による改正前の規程別紙様式第１号、別紙様式第２号及び別紙様

式第３号は、改正後の規程にかかわらず、残部のある間、使用することがで

きる。 

 （徴収事務受託規程の一部改正） 

４ 徴収事務受託規程（昭和５５年名古屋市職員共済組合規程第６号）の一部

を次のように改正する。 

    〔次のよう〕略 

   附 則（平成元年３月２日名古屋市職員共済組合規程第２号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成２年５月９日名古屋市職員共済組合規程第１号） 

 この規程は、平成２年６月１日から施行する。 

   附 則（平成３年５月２７日名古屋市職員共済組合規程第１号） 

 この規程は、平成３年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、別紙様式１号については、公告の日から施行する。 

   附 則（平成４年４月１日名古屋市職員共済組合規程第１号） 

 この規程は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成５年１月２５日名古屋市職員共済組合規程第１号） 

 この規程は、平成５年２月１日から施行する。 

   附 則（平成５年１２月２０日名古屋市職員共済組合規程第８号） 

 この規程は、平成６年１月１日から施行する。 

   附 則（平成７年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第５号） 

 この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成７年９月１１日名古屋市職員共済組合規程第８号） 

 この規程は、平成７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成８年３月２９日名古屋市職員共済組合規程第８号） 
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 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年３月２８日名古屋市職員共済組合規程第７号） 

１ この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正前の住宅資金貸付規則施行規程（昭和６３年名古屋市

職員共済組合規程第４号）の別紙様式第２号は、この規程による改正後の住

宅資金貸付規則施行規程の規程にかかわらず、残部のある間、使用すること

ができる。 

   附 則（平成１０年３月３０日名古屋市職員共済組合規程第４号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成１１年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第４号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成１２年１２月２８日名古屋市職員共済組合規程第７号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成１４年３月２９日名古屋市職員共済組合規程第８号） 

１ この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の第７条第２項の規定は、平成１４年４月１日以後

に取得又は延長する育児休業にかかる償還猶予について適用し、同日前に償

還猶予中のものについては、なお従前の例による。 

３ この規程による改正前の別紙様式第１号は、改正後の規定にかかわらず、

残部のある間、使用することができる。 

   附 則（平成１４年６月１３日名古屋市職員共済組合規程第９号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第７号） 

 この規程は、公告の日から施行する。 

   附 則（平成１７年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第６号） 

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の住宅資金貸付規則施行規程第６条の２、第１７条

の２及び第１８条ただし書きの規定並びに別紙様式第１号及び別紙様式第２

号は、平成１７年８月１６日以降に貸付の可否又は留保を決定する貸付金に

適用し、同日前に貸付可否又は留保を決定する貸付金についてはなお従前の
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例による。 

 附 則（平成１７年７月２９日名古屋市職員共済組合規程第８号） 

この規程は、平成１７年８月１６日から施行する。 

 附 則（平成１８年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第７号） 

この規程は、公告の日から施行し、平成１７年１１月１０日から適用する。 

 附 則（平成１９年９月２８日名古屋市職員共済組合規程第７号） 

この規程は、公告の日から施行し、平成２０年１月１日から適用する。 

 附 則（平成２０年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第３号） 

この規程は、公告の日から施行する。 

 附 則（平成２０年１１月２８日名古屋市職員共済組合規程第１５号） 

この規程は、平成２０年１２月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日）（平成２６年１１月２１日名古屋市職員共済組合規程第５号） 

１ この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後の住宅資金貸付規則施行規程の規定は、施行日以後

に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、

なお従前の例による。 

附 則（令和２年３月３１日名古屋市職員共済組合規程第４号） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則（令和３年４月１日名古屋市職員共済組合規程第３号） 

  この規程は、公告の日から施行する。 
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次     長

所属所の長（庶務担当課長）

備考　申込人自ら署名する場合は、押印不要です。
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借 入 状 況 等 申 告 書

記載事項変更承諾書    　　

追加・再貸付に伴う委任状　

り災証明書又は事故証明書

  

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

備考　返却書類の受領者自ら署名する場合は、押印不要です。
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備考　契約者自ら署名する場合は、押印不要です。
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日本産業規格

（宛先）

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

備考  1　申出者自ら署名する場合は、押印不要です。

　　　2　該当する□に、レ印を記入する。

      3  用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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